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１ 障害者総合支援法のサービス等の体系について

障害者総合支援法のサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に大別されます。

●自立支援給付

介護支援を行う「介護給付」や訓練などの支援を行う「訓練等給付」、在宅生活への移行

などの支援を行う「地域相談支援給付」は、利用者などからの申請により認定や決定を経

てサービスが行われます。

その他に「自立支援医療」「補装具」などの給付があります。

●地域生活支援事業

市町村の創意工夫により、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求

められる成年後見制度利用支援、意思疎通支援、移動支援、地域活動支援センターなどの

事業があります。

詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なります。

・居宅介護   ・重度訪問介護
・同行援護   ・行動援護
・療養介護   ・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援       等

介護給付

・自立訓練（機能訓練・生活訓練）
・就労選択支援
・就労移行支援
・就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助（グループホーム）

訓練等給付

特定障害者特別給付

地域相談支援給付

計画相談支援給付

・更生医療
・育成医療
・精神通院医療（実施主体：県）

自立支援医療

療養介護医療

補 装 具

地域生活支援事業
・自発的活動支援事業 
・意思疎通支援事業
・地域活動支援センター

・相談支援事業  
・日常生活用具給付等事業
・住居支援（福祉ホーム、居住サポート）           等

・成年後見制度利用支援事業
・移動支援事業
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